
○ 近年の食の安全確保、人獣共通感染症への対応、獣医療サービスの多様

化・高度化、公務員や産業動物診療に従事する獣医師の減少など、我が国

の獣医学教育を取り巻く環境が変化する中で、社会的ニーズに対応した獣

医学教育を実現するため、教育内容の改善が必要ではないかとの指摘があ

る。

資料２

獣医学教育の改善・充実に関する

Ｏ〃

調査研究協力者会議

Ｈ21.7.22

(第６回）

獣医学教育の改善・充実に関する主な論点（案）

○我が国の大学教育については、グローバル化する知的基盤社会の中で、

国際的通用性を備えた質の高い教育を行うことが課題となっており、特に、

教育の質の保証の観点から、学生の学習成果の重視、自己点検・評価や外

部評価、大学間の連携などの取組が求められている。

．
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○また、欧米諸国と比べ、臨床分野の教育が十分でないことや教育研究体

制が小規模であるなど、国際的通用性が十分確保できていないのではない

かとの指摘がある。

・獣医学教育は、獣医学に関 連した社会的使命を遂行し得る人材を養成

することを目的としており、獣医師として独立して飼育動物の診療や健

康を維持増進する職務に従事するために必要な知識・技能を身に付けさ

せるとともに、動物及びそれ ら の 生 産 物 を 介 す る 人 獣 共 通 感 染 症 を 未然

に防止する公衆衛生上の職務を遂行し得る能力を付与するほか、社会の

要請に基づく獣医学に関連する分野の職務に必要な基礎的な知識・技能

を付与するものである。

獣医学教育を取り巻く環境が変化する中で、大学の獣医学教育において、

学生に身に付けさせるべき知識・能力とはどのようなものか。
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○教育内容・方法の在り方について

・社会的ニーズへの対応や国際的通用性の確保の観点から、教育内容に

つ いて どのような改善が必要か。特に、公衆衛生学や内科・外科学に関

する教育、産業動物に関する教育、総合臨床実習の充実などが指摘さ れ

ているがどうか。

・教育方法についてどのような改善が必要か。

○教育研究体制の在り方について

・獣医学教育を行うに当たっての教員配置の在り方やその適正規模につい

てどのように考えるか。

（例専任教員数の在り方等）

・学生の臨床実習機能や地域の獣医師のスキルアップ機能を担う附属家畜

病院の在り方について、どのような改善が必要か。

（例臨床実習機能の在り方、職員の配置の在り方等）

・各大学の特徴を生かしつつ、質の高い教育サービスを提供するための大

学間連携をどのように進めていくべきか。

（例教育課程の共同実施制度の活用等）

○教 育 の 質の保証の在り方について

・各大学における獣医学教育の水準を確保するとともに、学生が修得すべ

き学習成果を保証するためにどのような取組が必要か。

（例 モ デルとなるコア・カリキュラムの作成、到達すべき共通の目標

の 設定等）

・獣医学教育に関する自己点検・評価や外部評価をどのように進めて い

くべきか 。特 に、 第三 者評 価については、分野別の質保証の枠組みづく

りが重要な課題となっているが、獣医学分野において分野別の質保証を

どのように進めていくべきか。

（例評 価基準の在り方、評価団体等）
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● 資料３

獣医学教育の改善・充実に関する

調査研究協力者会議（第６回）

H21.7.22

獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議（第５回）議事概要

ｌ日時：平成21年４月27日月曜日１５時から17時

２場所：中央合同庁舎7号館東館文部科学省16F特別会議室

３出席者唐木座長、酒井座長代理、石黒委員、伊藤委員､､加地委員、片本委員、

廉林委員、小崎委員、境委員、田中委員、長溌委員、政岡委員、矢ヶ崎委員、

山崎光'悦委員、山崎恵子委員、山田委員、山根委員、吉川委員

安田環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長（オブザーバー）

戸谷高等教育局担当審議官、藤原専門教育課長、坂口専門教育課企画官、

神田専門教育課課長補佐、伊藤専門教育課課長補佐他

４議事

（○：委員●：事務局）

(1)事務局から、事務局の人事異動、オブザーバーの人事異動、配付資料について説明

の後、吉川委員より資料6に基づき教育内容に関する小委員会の報告が行われ、報告

に基づき自由討議が行われた。報告の概要と主な発言は以下の通り。

く吉川委員報告＞

○小委員会の主たる役割は、協力者会議において特に充実が必要という指摘がある臨

床教育、公衆衛生教育等を含めた獣医学教育が、実際にそれぞれの大学においてどの

ようなカリキュラム・授業単位数.教育研究体制で実施されているかを分析し、必要

な改善方策について検討することである。そのためには、まずは獣医学教育において

必要とされる教育内容の整理を行い、その後大学における教育内容（シラバス）と委

員会で考えた必要とされる教育内容とを突き合わせて、全国的に大学において教育が

不十分な部分や大学別の差異を比較分析することとした。

本日机上資料とさせていただいた比較分析のために小委員会で現在検討中の教:育内

容案は、日本獣医師会でまとめられた「標準的カリキュラム」をたたき台に、重複す

る科目の削除や抽象的な科目の具体化、分野間・科目間の単位数の見直しを行った。

また、教育内容は、基礎獣医学、応用獣医学、臨床獣医学に分類し、加えて個々の専

門に入る前の導入教育として獣医学概論、獣医法規、獣医倫理を設定してある。公衆

衛生分野については、公衆衛生学総論の他、疫学、食品衛生学、環境衛生学、人獣共

通感染症に独立した科目をつけて必要な教育内容を整理した。臨床分野については、

部位別に独立させたことに加えて産業動物臨床学という科目を設けた。なお、小委員

会のシラバスでは講義科目については90分１５回で2単位、実習科目については180分１５

回でl単位を想定している。

本日は、小委員会で検討中の教育内容案について、特に分野間・科目間の単位数等

のバランスがこれでよいか、履修内容に過不足がないか、卒業論文は全ての学生に必

要であるかという点に加えて、各大学の分析をする際に留意すべき点についてご意見
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をいただきたい。また、この教育内容は必要最小限と考えて、加えてコース制を設け

る等して半年なり１年間つけ加えることも必要であると考えるが、その点についても

ご審議していただきたい。

○基本的には2004年の全国代表者協議会の標準カリキュラムが基になっており、文言

の整理と同時に、導入教育の設定や科目分類がされている。単位のバランスについて

も、標準カリキュラムとほぼ同じバランスになっており基本的には意見はない。

ただ１点、学士課程答申の中で単位の実質化が問われている中で、単位あたりの授

業時間数については、６０分15回でl単位として整理をしていただきたい。また、「公

衆衛生学」は「獣医公衆衛生学」とした方が良いかどうかはこの場で検討したい。

○授業時間については小委員会で議論をしたが、９０分15回で特に異論はなかった。

●単位あたりの授業時間については、獣医学教育の中だけで結論の出せる話ではない

ので、単位の実質化の議論全体の中で見極めていきたい。

○獣医学教育における公衆衛生は、医学部の公衆衛生や衛生学とは全く異なるため、

「獣医公衆衛生」としたほうが良いと思う。ただ、衛生学に関しては、「獣医衛生学」

とすると優生学等のニュアンスが含まれるため検討が必要。

○「公衆衛生学」に関しては、「獣医」を付けるかどうかを小委員会でも議論したが、

個人的には「獣医」をつけてもよいと思う。「衛生学」については、従来の家畜衛生

学に相当する科目を「動物衛生学」として、もう片方で「環境衛生学」を独立して設

けた。

○確認したいが、この会議は夏までに取りまとめると聞いているつもりだが、あと何

回ぐらい開催する予定か。

●議論の進捗具合によるが、小委員会での分析作業の結果を踏まえて、今後の方向性

について協力者会議で議論をしていただき、整理していただくというステップが必要

だと考える。

○議論があまりにも各論に入り過ぎている印象がある。この段階で｢家畜衛生」を「獣

医衛生」にするか「動物衛生」にするかという議論をすべきではない。カリキュラム

は重要であるが、この教育内容を教育できる教育体制を作るのであれば根本的な議論

する必要があるのではないか。過去の議論を繰り返すのではなく、もう少し具体性あ

る話をしていただきたい。このカリキュラムを教育するためには大学間の再編・整理

や連携教育について議論すべきではないか。

○標準的なカリキュラムを作成した目的は､各大学の教育内容を分析するためである。

各大学の現状を分析して、それが十分であれば獣医学教育に改革は必要ないが、不十
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分であれば、どこがどのように不十分でどのような改革が必要であるかが次の議題と

なる。

○分析は重要であるが、分析結果を踏まえた獣医学教育の改善・充実につながらなけ

れば意味がないため、あえて厳しいことを言わせてもらった。

○本日机上配付させていただいた資料にもあるとおり、我が国の獣医学教育は医学・

歯学分野に遅れて6年制となり、大学基準協会が必要な教育研究体制として１８講座以

上、教員72名以上を最低基準として設定している。

平成１３年には国公立大学農学関係学部長会議にて審議を行い、獣医学教育研究組織

の規模は｢72名以上の教官から成ることが望ましいが、当面これに準ずる規模として、

１８名の教授を含む54名程度の教官から成る組織が必要最低限である｣、「自助努力で

獣医学教育の改善が達成出来ない場合には､他大学獣医学科等との再編などの道を考

える」という決定を出した。

文部科学省においても2004年に、「国立大学における獣医学教育に関する協議会」

が設置され、「関係各大学は、国公立大学農学系学部長会議が決議した獣医学教育の

改善策の精神を基本に据え、自主的・自律的に最大限努力すること」という結論を出

一したという経緯がある。

今回の協力者会議もこのような積み上げが前提にあるが、獣医学関係者内での検討

をもう一回見直して、今後について考えていくということについてご理解いただきた

い。

○非常によく理解できるが、時間的な余裕もないのであえて厳しいことを言わせてい

ただくが、設備・施設・教員数が絶対的に不足している状況を改善するために何をし

たらよいかを是非議論していただきたい。

○小委員会の分析作業によって、大学のどこにどのような不足があるのかということ

が浮き彫りになった後に、その対策が当然考えられるべき。小委員会にはできるだけ

短期間で、獣医学関係者以外の方が納得できる級密な資料を是非作成していただきた

い。

○一方では、資格試験のための最低限の知識レベルがあるが、加えて各大学が特色を

出した教育をするための部分があるはず。学問は常に発展しているため、事細かく標

準カリキュラムを作ってしまうと、かつてアメリカの工学教育と同じ過ちを犯すこと

になってしまう。

○医学、歯学、獣医学と工学では異なる部分があり、例えば解剖学のような普遍的な

コアの部分が非常に多い特徴がある。しかし、時代と共に変化する部分については改

訂していかなければならない。

○第１回の資料にあるが、４点の論点を文科省のほうで整理しており、その中で「教育
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内容・方法の在り方について」という部分は小委員会が努力しているが、教育研究体

制あるいは組織の在り方についても早く手をつけなければならない｡，

カリキュラムについては内容的にはほぼ了解するが、基礎、応用、臨床3分野とい

うのは、このまま継続するのか。

○小委員会でも議論をしたが、基本的にはやはり基礎、応用、臨床の3つに分けるの

が一番わかりやすいと考える。

また、あるべき教育内容については以前から検討されているが、それを実際に、各

大学でどれだけ教育されているかを定量的に比較したことは一度もない、今回はそこ

までやる。今後、対外的に説得性を持つためには、ある程度定量性を持った標準があ

った方がわかりやすいし、同時に小委員会の作業は、不足を解消するにはどのような

教育研究体制をとっていかなければいけないのかという議論の前提となるので、でき

るだけ早く報告したいと考えている。

そのため、例えば微生物学を基礎分野とするか応用分野とするかは人によって意見

が分かれるが、それよりも実際にそれぞれの大学でどこまで教育されていて、どこが

足りないのかという分析を行わなければと思い議論を省略した部分がある。

○議論を聞いていて、このカリキュラムを細かく議論する時間はないことは理解する

が、公衆衛生行政に携わっている者としてこのカリキュラムを見ると、教室数を増や

すために科目を変えただけのような印象が拭えない。

例えば、微生物学と動物感染症学、家禽疾病学《予防学、人獣共通感染症、野生動

物学の全てにウイルス性が入っており、重複する部分が多過ぎる。採用試験を作成す

る際、微生物学と感染症学と寄生虫学の教員に依頼しても同じ問題が出てくることが

ある。

先ほどの微生物や病理については基礎的な部分も応用的な部分もある。

毒性学については極めて重要視している分野である一方、環境衛生については実際

の行政分野では手を引きつつある。ただし、食物を介してくるダイオキシンなどにつ

いては、毒性学や食品衛生学で対応する。

また、解剖学の教育内容のほとんどがイヌの解剖で、ブタ、反将獣、ウマの解剖の

割合が少ないが、と畜検査はイヌは扱わない。各大学の分析を行い、不十分な部分を

検証を行うたたき台であるなら現在の形になるが、現状とは派離していると思う。

○実際に各大学を検証するという次の段取りを考えると、あまりにも履修内容の記述

が細かく重複も多い。むしろ、どこかで到達目標を設定していただき●それに向けて

いろいろな観点から教育するというふうにまとめた方がわかりやすいのではないか。

履修内容を細かく書けば書くほど、「イヌばかりではないか」とか「産業動物はどう

なっているんだ｣、「同じ病原体が重なっているのではないか」という点が問題とな

る。大変な作業にはなると思うが、医学教育のモデル・コア・カリキュラムのように

到達目標を設定し、「ある事柄についてきちんと説明できるようなところまで教える」

とした方が、単位の実質化にも絡んでくると考える。
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○重複をなくして効率よく教えることが理想的ではあるが、例えば微生物学でもマイ

クロバイオロジーの側に立って教えるものと、生物の側から感染症として教えるので

は違う。なるべくダブるものは削るが、一概に「一度教育した内容は他の科目では必

要ない」となるわけではない。

また、獣医は多くの種類の動物を扱わなくてはならないが、全ての動物種を同程度

の比重で教育することは困難であるので、代表的な動物種について基本的内容を教育

を行った上で他の動物種について教育するのが現実的。厚生労働省の立場からは「と

畜場でイヌを解剖することはない」という考え方も成り立つかもしれないが、大学教

育を考えると、やはり臨床頻度が高く供給数の多いイヌを使った教育を行った後にと

畜場を想定した動物種について教育することになる。

○私の専門は薬理と毒性であるが、薬理と毒性の基礎は生理学であり生化学である。

その部分との重複を無くしてしまうとＴ薬理の半分はなくなってしまう。薬理学、毒

性学の中で必要な生理学、生化学あるいは病理学の知識があり、そうした内容は薬理

学の中で教育せざるを得ない。必要性のある重複とそうでない重複について検討いた

だき精査していただきたい。

○工学部の例もあるので、もう少しフレキシビリティを持たせた方がよい。ここまで

細かく教育項目を設定して比較しても時間の無駄なのではないかと指摘したい。

また、獣医学概論の10番目の「学校動物の獣医師の役割｣、獣医倫理の「学校動物

の役割」「ウマを用いたアニマルセラピー」「その他の動物介在療法」の４つの分野

は、世界的に獣医師がリーダーシップを握っていない。また「ウマによるアニマルセ

ラピー」という言葉は古く、今はAnimal-Assistedlnteraction-「AAI」という言

葉が一般的になりつつある。学校で使う動物も、補助犬も、セラピーも、すべて「ＡＡ

Ｉ」という言葉の中に入るので、「AAI」という講義があればその中で「補助犬の実態」

や「ウマを使うセラピーの実態」について学習でき、獣医師はそうした分野でどのよ

うな活躍ができるのかが理解できるのではないか。補助犬に関しても、行動学上の基

準や、公衆衛生上の管理、繁殖学的に遺伝性疾患をどのようにして取り除くかといっ

た分野では獣医師が貢献しなければ発展できない部分である。

獣医学専門教育課程で基礎的な教育ができていれば、学習した知識をどのような分

野で活用できるのかという科目があればl単位でまかなえるのではないか。

○重複が全てだめだと言っているわけではなく、それぞれの目的に向けて、例えば公

衆衛生では、ヒトに対してどれぐらいの被害があるかという観点がそれがそれぞれの

科目の中に入っているということが重要。野生動物の疾病についても多くの科目に散

らばっているが、それがヒトにどのように関与してくるのかという観点が、まさに公

衆衛生の観点。よって公衆衛生の科目は総論が一つあればよいと思う。将来的には全

ての科目において何らかの形でヒトとどのような関わりがあるかという観点に立って

教えていただけることを期待したい。

(2)事務局から、資料7について説明の後、資料に基づき自由討議が行われた。主な発言
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Iま以下の通り。

○学生が行える医行為について日本では非常に制限があるとは知っているが、実際に

どの程度の行為であれば学生が行えるのかが知りたい。また、聞いた話であるが、獣

医学部の4年生、５年生の学生に避妊・去勢手術を行わせている団体もあるようだが、

そういった状況の中で、どうすれば学生に正当にメスを握らせることができるのだろ

うか知りたい。

○やはり、数名のスタッフで総論から各論を教えるのは不可能に近い。それをどうや

って克服するかが、一番大切ではないかと申し上げたい。

○学生が病院で実際に診療にどの程度当たれるのかというのは、前提としてオブザー

バーの管理下にあるということが必要であるが、それでもどこまでできるのかという

検討は必要だろう。

その際に参考になるのは、現在、農林水産省が考えている獣医看護師の制度化であ

る。獣医看護師はどのような教育を受ければ、どのように診療行為に関われるのかと

いう検討されているが、学生であっても獣医師あるいは教官の監督の下、範囲を設け

ればその問題は解決できると思う。

‐ただし、その際には畜主との関係で、事故が起こったときにどうするのか整理して

おかなくてはならないだろう。

○学生が行える行為に関しては、先日の全国大学獣医学関係代表者協議でも話題にな

り、医学部のように国家試験以前の学生の臨床実習を手術の難易度や畜主との関係、

教官の監督などによりカテゴリー別に分類できないか、案を作成した上で、農林水産

省と文部科学省に申し入れをするという話になっているので、近々に答えが出てくる

だろうと思う．

○現在の大学設置基準の必要教員数は現実から離れたものである。現状でも基準を上

回る教員がいるが、それでも不足しているのであればどこまで必要なのか。昭和から

平成にかけて、最低72名は必要であろうということで、関係者の中ではコンセンサス

が得られているが、今回はきっちりとした標準的なカリキュラムから、もう一度この

数を検証することは必要だろう。

○今、つくろうとしているカリキュラムができ上がれば、いわゆる主要科目というも

のが指定できる。主要科目が指定できれば、主要科目は原則、准教授以上で講義する

と大学設置基準で規定されているため､そこで准教授以上の数が決まってくるだろう。

さらに、獣医学教育は准教授以上だけで教育を行うこと無理であるため、私はその３

倍程度の教員数は、当然、必要になってくる。そうすれば、おのずから必要な教員数

は出てくるのではないか。

○学生に何を教えるのか､‘どこまで教えるのかによって、必然的に必要な科目数や教
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員数が出てくる。次の課題として、今後どのように専門性のある教員を確保するのか

という点があがる。この課題に対しては、人材バンクの様な制度にするのか、どこか

で人材確保するのか、専門家の教育をどこで行うのか等の議論も行わなければならな

い。

○教育内容と教育研究体制はリンクしている｡質の保証をどうするかといったときに、

適正な教育の規模は以前から議論できるが､教員の資格審査については議論しにくい。

これまでの議論の中で話が出ていたように、論文一辺倒での教員の資格審査には疑問

が常につきまとう。だとすると、獣医学教育に携わる教員の資格要件について明文化

することが必要になってくるのではないか。

○獣医学教育の中で学生に何をどこまで教えるのかということが決まれば、規模の問

題が出てくる。小規模な大学で必要な教育が全て行えないのであれば、規模を大きく

するという論点が出てくる。そこまで議論しなければ、今後の獣医学教育は進んだ議

論ができないのではない。

○共同学部の実施は獣医学分野で本当に可能なのかどうか深刻な問題がある。連大は

失敗だった言わないが、獣医系の大学が非常に広域にわたっている中で、教育の実を

上げるにはどうしたらよいのか。学生や教員を移動させる、あるいは寮をつくる等、

色々なことを考えなければならないが、それで教育効率が上がるのだろうか非常に悩

ましい問題がある。

○コア・カリキュラムあるいは標準カリキュラムを決められれば決められるほど、標

準化されてしまって、どの大学へ行っても教えることが同じになってしまう。そうす

るとテレビ会議システムや、教員の出張で簡単に終わらせてしまうことになるのでは

ないか。

○基礎分野については教員の移動やIT技術を活用して行えるが、臨床実習等は実習が

非常に多いため難しい。それをどう解決するのかという問題もある。

○第１回会議で「選択と集中」という言葉を使ったが、どの分野でも人は足りないの

で、非常勤講師や資格のある人材を活用している。獣医学だけ教員が足りないという

認識は納得できないので、そこに説得性をつけていただきたい。

○最短で教員数を確保して学生に効率よく教えるために、例えば導入教育に関しては

役所の職員や愛護団体の長、補助犬の団体の長等に依頼して、どこかの拠点で集中講

義で教育できれば、応用や実習に時間を使うことができるのではないか。

○社会ニーズへの対応と同時に、国際的な通用性を確保することが求められているた

め、拠点システムの活用で海外の適格認定を得られるかという問題が生ずるのではな

いか。

－７－



○実際に獣医学教育をどのような形で行えば、その実効性があるのかという点は非常

に重要であるので、その点も考えていただきたい。

○小委員会で作成するカリキュラムを、獣医学教育全体の中で必要なカリキュラムと

いう呼び名にしたのは、場合によっては、その上に専門コースのようなものを積み上

げて、最後にブラッシュアップをしていく方法もあるのではないかと小委員会で議論

しているためである。

ただ、現在の体制ではそのカリキュラムを全うすることもままならない。だとすれ

ば、今後のロードマップとしてどういう方法があるのかを議論しなければならない。

連合大学院ではスクラップ．アンド・ビルドを全くできなかったのでうまくいかなか

ったのならば、次に必要なのは、再編のためのスクラップ。アンド・ビルドをどのよ

うに行い、教育者が脆弱な部分をどのように補っていくかというステップになる。

○１５年ほど前に私の大学でも放送大学や通信衛生を使った遠隔教育システムが導入さ

れたが、今はもうほこりをかぶっているのが現状である。獣医学は実学であるため、

見たり触ったりすることが必要なため、遠隔教育には限界がある。

そこを、よく理解した上で、学生や教員が移動するのか、寄宿舎をつくるのか、統

合するのかを考えていきたい。

○第１回会議でも話したが、日本の国立大学全体の獣医学教育の教員は決して不足し

ていない。全ての国立大学の学生数と教員数を合わせて例えば3つに分けると、欧米

の大学並みの学生数と教員数になる｡問題はそれを細かく分け過ぎてしまったために、

それぞれの大学の教育体制が異常に貧弱になってしまったことである。

よって、解決策は数字の上では非常に簡単で、全国立大学を合わせて、再編すれば

よいのだが、現実の問題としては非常に難しい。

○工学分野でも過去に、特許を得ていないテクノロジーを使った衛星を打ち上げてた

ため、多額の維持費を要したにもかかわらず成果が出なかったことがある。

しかし、現在のインターネットを使えば、比較的安いソフトで成果を出すことが可

能になってきているので、全ての授業で動物に直接触らなければならないと言うこと

はない。

○平成19年、2007年に日本獣医師会が獣医学教育改善に向けての外部評価のあり方委

員会を設置して、第三者評価機関を設置することを提言している。また、自己点検・

評価、相互評価については、以前に全国協議会で国公私立を通じての自己点検・自己

評価､相互評価をするという試みあり、現在でも私立大学では相互評価を続けている。

○現状を検証して分析し、どこに改善点があるのかを共通認識を持って改善していく

ことが重要である。私立大学間ではほぼ2年間隔で相互評価を行っており、現在は特

に、動物病院の在り方と臨床教育についての検証を行っている。

－８－
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相互評価を行うと痛み（他大学と比較して充実していない部分）

教育を求める学生によりよい教育・研究環境を提供するためには、

を次の改善に結びつけていかなくてはならない。

があるが、獣医学

勇気を持って痛み

○私学間での相互評価では、評価結果に対するペナルティーはあるか。

○相互評価なのでペナルティーはない。評価結果に基づいて自助努力を行い、次の評

価までに改善する。現在、第５次評価を行っているが、第４次評価まで実施してきた段

階で非常に充実してきている。例えば動物病院については、私立の動物病院は毎年ど

こかが改善しており、教育制度も改善している。そうしたことを通じて獣医学系の私

立大学がボトムアップしていると実感している。

○評価というものは改善を行うことが目的であるため、私立大学間の相互評価のよう

に全体がボトムアップしていけば良いと思うが、現実問題として国立大学では国立大

学法人評価を受けて、認証評価を受けて、さらに外部評価も受けることになれば、「評

価疲れ」を起こしてしまう。実際に評価を受けて改善しなければ、次は在学生の履修

単位が認められないとか、運営費交付金が減らされる等、もっとダイナミックに評価

に対する目的・目標が設定されなければ、ただ労力が増えるだけになってしまう。

やはり達成目標、どこまで教えなければいけないのかという目標をはっきり立てな

ければならない。そうなれば、教育課程を完成させられない大学や、評価基準を満た

せない大学は「自前では無理なので、２つ、３つぐらいで一緒になって、きちんとした

カリキュラムをつくりましょう」という方向に進んでいくのではないか｡でなければ、

教員数だけ充実しても、例えば感染症の専門家ばかりが増えてしまっては、教育課程

を編成できなくなってしまう。

「達成目標はここです。単に知識を教えるだけではありません｡」という達成目標

を設定した上で評価制度も導入すれば、基準をクリアできない大学が再編・統合を考

えざるを得なくなるのではないか。

○評価結果をどのように資源配分にリンクさせるのかということも、考えなくてはい

けない。それがなければ、以前、国公立獣医学系大学で行ったように、各大学に非常

に大きな差があっても農学部の一学科にすぎないために、大きな記事になっても放置

されてしまう。それでは、苦労して評価を受けても何のプラスにもならない。今回は

その結果がきちんと何かに反映されることを願っている。

○再編・統合もアクレディテーションもカリキュラムも重要だが、例えば社会のニー

ズということを考えたときに、特に公衆衛生獣医師や産業動物獣医師が不足している

中で、このようなことで本当に解決につながるのかわからない。今この会議で議論し

ているようなことを行えばアメリカに追いついていくだろうが、アメリカでも公務員

獣医師が非常に不足していることに対して議論が活発に行われている。公衆衛生で働

く獣医師がいなくなりつつあるという現状や、大動物の診療の獣医師が実際に減って

いるという現実を踏まえた議論を早急にしていただきたい。

-９－



○やはり今のこの大学のスタッフでは、統廃合したとしても教える内容がそんなに変

わるとは思えない。そこで、実際に公衆衛生に携わっている外部教育スタップを非常

勤や特任教授という形でうまく使えないか検討していただきたい。インターンシップ

でも集中講義のような形でもよいので、とにかく現場を見せて現場に携わらせること

が、やはり一番効果がある。大動物診療分野でも、NOSAIが以前は1週間であった研修

を,力月に延長している。厚生労働省にインターンシップに来る学生も、「初めて厚

労省の仕事を知った」という学生が多く、次の年に受験をする事例も多いので、ぜひ

外部教育スタッフの活用について考えていただきたい。

９

○なぜ公衆衛生や大動物臨床に携わる獣医師が少ないのか、これは教育がほとんど行

われていないことも一つの大きな原因である。例えば、夏期休業中に産業動物の臨床

を学生に体験させたら、その中から産業動物臨床に従事したいという学生が出てきた

という話がある。教育を改善することですべてが解決するとは思わないが、現状で教

育が不足しているから学生が従事しない分野があれば、その分野については少なくと

も改善するだろうと。そこから先は、また別の手を考えなくてはならない。

○職域偏在の解消の手段の一つは質の保証、もう一つは待遇改善である。待遇改善に

ついても別の場で議論しなければ、職員偏在、地域偏在は残ってしまうだろう。

や
』

○職域偏在の解消には、獣医師の質の保証と待遇改善の両方が必要である。医療職Ｉ

に入っている公務員医師と、医療職Ⅱに入っている公務員獣医師では、初任給から倍

以上の差があるが、「卵が先か、鶏が先か」ではないが、しっかりと大学で教育して

獣医師の質の保証をしなければ、処遇改善だけを求めることもできない。

現在、福岡県、鹿児島県、四国全県、青森県、北海道等々が初任給調整計画を上げ

ているが、同時に獣医師の質の保証をしっかりと行:って行かなくてはならない。

○産業動物診療分野でインターンシップが盛んになった成果として、かつて年間１００

人から40人まで落ち込んだ産業動物診療分野に新規就業する者が、現在70人までに回

復している。やはり職域偏在の解のためには、教育も重要であると考えられる。

(3)事務局から次回の日程について説明があり、閉会となった。
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今

これまでの主な意見（第１回～第５回）
０

資料４

獣医学教育の改善・充実に関する

調査研究協力者会識（第６回）

H21.7.22

(職域全般）

○地方公共団体の獣医師が担当する主な業務は、公衆衛生分野、家畜衛生・畜産

振興分野、自然保護・環境対策分野の３つに大別される。公衆衛生分野には食品

衛生、生活衛生環境分野が含まれる。家畜衛生・畜産振興分野には、家畜防疫、

家畜衛生、畜産技術、人獣共通感染症、獣医事、薬事行政が含まれる。自然保護

・環境対策分野には、鳥獣保護、動物愛護等が含まれる。これらの３つの分野は

密接に関連している。

○環境問題、動物介在活動、学校飼育動物を通した情操教育、野生動物対策、医

学と協調したバイオメディカル分野の研究、海外技術協力、大学における教育研

究等、獣医師が関わる分野は多岐にわたる。

○獣医師の職域には、獣医師でなければならない職域と、獣医師でもいい職域が

混在しているが、近年、獣医師でもいい分野での対応が求められるようになって

いる。

○どのようにして学び、何に自分はフォーカスしていけばよいのかという指針を

与えることを重視した大学教育に変えていく必要がある。

○偏在が起こっている大きな責任が大学教育にあると思う。大学教育の中で各領

域の魅力を感じモチベーションを高められるような教育をなされる必要がある。

○行政処分を受ける獣医師が近年増加している。

○公衆衛生で働く獣医師がいなくなりつつあるという現状や、大動物の診療の獣

医師が実際に減っているという現実を踏まえた議論を早急にしていただきたい。

○なぜ公衆衛生や大動物臨床に携わる獣医師が少ないのか、これは教育がほとん

ど行われていないことも一つの大きな原因である。例えば、夏期休業中に産業動

物の臨床を学生に体験させたら、その中から産業動物臨床に従事したいという学

生が出てきたという話がある。教育を改善することですべてが解決するとは思わ

ないが、現状で教育が不足しているから学生が従事しない分野があれば、その分

野については少なくとも改善するだろう。

(産業動物診療）

○最近ではアニマル・ウェルフェアの理念のもと、産業動物であってもきちっと

した環境下で飼育しなければ食に供してはならない時代が近づいている。

○家畜保健衛生所における基礎的な検査についてはある程度大学で技術を習得し

てくるため、新採の獣医師であってもある程度活躍できる環境にある。

○新規採用される獣医師は、優秀な獣医師が多いが、コミュニケーション能力が

少し足りない。

(公衆衛生）

○BSEが発生した際に1ケ月あまりで全国一斉検査ができるようになり、世界的に

見ても素早い対応ができたことで日本の公衆衛生獣医師は優秀であることが証明
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できた。一方で、リーダー的な存在が育っておらず、保健所の所長になるような

存在は昔の人々と比べて少なくなってきたという現状がある。

○各自治体では公衆衛生獣医師の補充が危機的な状況にある。

○脳の採材の技術を持って診断できる獣医者が少ない。

○食品の安全確保や人獣共通感染症の問題が出てきたが、人材が確保できない。

○大学の授業の中で実践的な内容を取り入れれば、公衆衛生に対しての理解も進

み、興味も沸くのではないかと考える。

○欧米ではパブリックヘルスや食品衛生の専門分化が進んでいるが、日本にはそ

うした専門家の養成ルートが少なく、実際問題として獣医師がカバーしている。

(小動物診療）

○小動物、伴侶動物の分野では、一次診療と二次診療といわゆる高度医療がある

一方、動物種による診療体制も進みつつあるも最近では、循環器専門、脳神経関

係専門、消化器、呼吸器と専門分化が進みつつある。

○獣医療について国家資格のパラメディカルが全くいないため、医師と違い、獣

医師の負担が大きい。

(その他）

○研究所や製薬会社における薬の安全性の検査部門で多くの獣医師が活躍してい

るが、これは他の国ではあまり見られない特徴である。

○製薬会社に就職する獣医師も公務員同様半減している。

(全ての職域で求められる知識・技能、資質）

○地方公共団体の職員である獣医師には、職域ごとに異なる知識・技能が必要と

され、それぞれについてプロフェッショナルであることが求められる。また、公

務員としての基本的な資質を兼ね備えていることが大前提となる。

○獣医師は現場での問題解決能力が求められるため、バックグラウンドとなる十

分な知識・技術を持っていなくてはならない。

○応用力というのは真理眼をつくるということであり、多くの情報から自分が必

要なものを選ぶ能力が必要。

○新しい学術動向を着実にとらえて教育の中に盛り込んでいくことが必要。

○海外の規制も含め、政治や法律に関する知識が必要。

○医学、歯学、畜産学、工学といった関連分野との連携も必要。

(産業動物診療獣医師について）

○生産構造の変化に伴う生産性向上に向けた技術開発、家畜・畜産物の輸出入の

増大、グロバール化に伴う防疫体制の強化への対応が求められる。′

○病性鑑定の実施については迅速な初動体制と的確な対応が求められるため、経

験や判断力・専門的な技術が求められる。

○畜産・家畜衛生に関する産業動物診療獣医師には、草地学、飼養学、遺伝学、
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経営学的な知識が求められる。

○獣医師単独での業務だけでなく、あらゆる分野と連携し、専門的な知識を活用

していくことが求められる。

○厳しい環境下で仕事に携わるため、強靭な精神力が求められる。

(公衆衛生獣医師について）

○行政では監視、指導、苦情処理、検査等の様々な業務に知識・技術を活かして

いかなければならないため、大学で学んだ知識・技術を応用する力が必要。

○と畜検査では解剖病理、組織検査、精密検査、微生物学的。理化学的組織病理

検査といった検査に関する知識と技術が必要。

○食中毒をはじめとする食品衛生や感染症に関する知識が必要。

○ウィルス感染なのか食中毒なのか判断するため疫学的な知識が必要。

○捕獲収容した動物の応急措置､官司養管理、健康管理という臨床関係の知識が必

要。

○動物の習性をよく知っていないといけないので、動物行動学の知識が必要であ

る。

○毒性学については極めて重要視している分野である一方、環境衛生については

実際の行政分野では手を引きつつある。ただし、食物を介してくるダイオキシン

などについては、毒性学や食品衛生学で対応する。

(小動物診療獣医師について）

○強靭な精神力に加えて、飼い主の気持ちが理解でき、メンタル的なケアのでき

る資質が求められる。

○飼い主とコミュニケーションがとれることが必要であるとともに、優しさや思

いやり、責任感、忍耐力が求められる。

園間翫罰

（総論）

○100%必要な情報を学部教育の間に伝達することは不可能である。

○大学教育では、各職域で獣医師を再教育しなくてもよい程度の基礎的な知識・

技能を身に付ける必要がある。

○卒業と同時に実務ができるような大学教育が必要。

○獣医師は職域が非常に広く、様々な対応能力や解決能力を酒養していかなけれ

ばならないことから、ある程度の幅広い分野にわたる教育も重要である。

○獣医師は様々な職域があり、獣医師国家試験で問うもの以上に幅広い分野で活

躍しているため、大学教育ではそれに応える内容の教育を行うべき。

○学生による授業評価や卒業生への定期的なアンケート調査ざ諸外国の獣医学部

との積極的交流などから得た情報を還元して改革につなげることが必要。

○獣医学教育において何か求められているかということについては、大学関係者

の中で議論されてきた成果として標準的なカリキュラムが作成されている。
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○各科目の中で何をどこまで教えるべきか、ミニマム・リクワイアメン卜をどこ

に設定するかということが問題。

○国公私立大学のそれぞれのミッションや特性の違いを明確にした上で、ミニマ

ム・リクワイアメン卜とともにミッションに応じた教育の部分も考えなければ、

全ての大学が同じスタイルを目指すことになり、全体として社会のニーズに応え

切れないのではないか。

○職域ごとに何が求められているのかを担当教員がしっかりと見据えて、最新の

情報を盛り込んだ教育をしなければならない。

○人獣共通感染症や食の安全が叫ばれる中、これらについて十分な獣医学教育が

行われているか疑問。

○獣医学教育が6年制になったときのキャッチフレーズは、臨床教育と公衆衛生

教育を充実させることであったが、この20年間で状況は悪くなっているというこ

とをいわざるを得ない。

○獣医学教育は4年制から6年制教育になったが､間延びしただけのように感じる。

○獣医学教育が6年制になったときに専門教育をきちんと教育できる教員が確保

できなかったことが原因で、延長した時間を卒業論文で費すようになってしまっ

た。これでは、年限を延ばしても教育の中身は決して充実をしない。

○問題解決能力や対応能力等を酒養していくためには主体的な取り組みができる

研究も必要となるので、卒業研究は必要である。

○小委員会でまとめた教育内容は必要最小限と考えて、加えてコース制を設ける

等して半年なり1年間つけ加えることも必要であると考える。

○一方では、資格試験のための最低限の知識レベルがあるが、加えて各大学が特

色を出した教育をするための部分があるはず。学問は常に発展しているため、事

細か<標準カリキュラムを作ってしまうと、かつてアメリカの工学教育と同じ過

ちを犯すことになってしまう。

○詳細な教育内容を定めるよりも、どこかで到達目標を設定して、それに向けて

いろいろな観点から教育するほうがわかりやすいのではないか。大変な作業には

なると思うが、医学教育のモデル・コア・カリキュラムのように到達目標を設定

し、「ある事柄についてきちんと説明できるようなところまで教える」とした方

が、単位の実質化にも絡んでくる。

(臨床教育）

○大学教育では平準化した基本的な技術の習得や、完備された施設における高度

医療技術の習得といったものが求められる。

○小動物臨床教育は、まず大学教育があり、次に卒業後教育がある。大学におけ

る実務教育が十分でないため大部分が卒後教育に偏っており、平準化した知識・

技能が身に付かない。

○卒業後の実務教育について、一部の人は大学に残って研究生や研修生として教
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育を受けるが、大学の教員は非常に多忙なため、研修生や研究生をマンツーマン

で教えることは不可能である。

○獣医学教育は農学教育の一部から医学教育の一部になりつつあることを認識し

ながら議論するべきである。卒業後の臨床実習の充実を考えれば、医学部のよう

に義務化する等の整理が必要。

○欧米では最終学年にポリクリニック実習を中心とする臨床実習の履修が中心で

あるのに対して、日本では卒業論文作成に時間がとられていて、臨床実習が不十

分である｡

○日本の臨床教育には海外の臨床実習と比べて、コースの選択肢や臨床科の多様

性が乏しい。

○臨床教育においては学生に生と死を体験させることが重要である。

○獣医師法上、学生の診療行為の範囲については、大学の実習で用いられる動物

は実験動物であるという考え方をとっており、実験動物については免許がなくて

も取り扱えることになっている。

○学生であっても獣医師あるいは教官の監督の下、範囲を設ければ医行為を行え

ると思う。ただし、その際には畜主との関係で、事故が起こったときにどうする

のか整理しておかなくてはならない。

(公衆衛生教育）

○大学の公衆衛生の実習では自治体で行っているような理化学試験ができていな

い。大学の実習と地方自治体の検査のレベルに大きなギャップがある。

○公衆衛生関係では地方自治体の機関のほうが大学よりも進んだ研究を行ってい

る。

○学生が公衆衛生に興味を持つような大学教育の改善が重要である。

○大学における解剖学の教育内容のほとんどがイヌの解剖であるが、と畜検査で

扱うのはブタ、反調獣、ウマであり、現状とは罪離している。

○公衆衛生では、ヒトに対してどれぐらいの被害があるかという観点がそれがそ

れぞれの科目の中に入っているということが重要。野生動物の疾病についても多

くの科目に散らばっているが、それがヒトにどのように関与してくるのかという

観点が、まさに公衆衛生の観点。よって公衆衛生の科目は総論が－つあればよい

と思う。将来的には全ての科目において何らかの形でヒトとどのような関わりが

あるかという観点に立って教えていただけることを期待したい。

(動物愛護・倫理）

○飼い主への対応や動物虐待などついて、獣医師に対する再教育が必要。

○獣医師の社会的な責任や倫理観が教育の中でどれだけ伝達されているか不安を

感じる。

○獣医師としての社会的責務や獣医倫理を学校教育の場でしっかりと身に付けさ

せるべき。
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溺罰聞開

○各職域で必要な専門知識や応用力を大学教育で身に付けさせ、実務ができる人

材を育成するために、コース制を導入するべき。

○４年までに基本的な教育は全て終了させ、５年では臨床や公衆衛生といった獣

医師として必要な知識・技能を学び、６年では産業動物診療獣医師、小動物診療

獣医師、公衆衛生獣医師、あるいは製薬会社や研究者といった、それぞれの職域

ごとのエキスパートとなるために必要な教育を、本人の希望に応じた形で行うよ

うにすれば、世の中の期待にもこたえられる獣医師を養成できるのではないか。

○応用力を教育の中で修得させるためには、特に公衆衛生分野では、より実践的

な内容や手法を用いて教育を行うことが有効。

○講義・実習において学生のモチベーションを高めていくということを力《重要で

あり、PBLのような学生中心の授業を取り入れていく必要がある。

○諸外国における獣医学教育について、例えばコーネル大学の場合、最初の2年

間は講義が中心であり、３年後半からローテーション形式の臨床実習が入ってく

るが、何よりもPBLに多くの時間が割かれており、講義と実習とPBLの時間の割合

は、３:4.5:6程度と非常にPBLが重要視されている。

○大学の立地により附属病院の患畜や学用患畜の種類や数が異なり、都市部の大

学では小動物が多く、畜産県に位置している大学では産業動物の数が多い。そう

した中で、畜産学や草地学といった獣医学以外の周辺の学問領域のための附属牧

場等や農業共済、近接する大学との連携が重要である。

○大学以外のクリニックにおける実習や他の大学の臨床教育を単位化するといっ

たようなフレキシブルな臨床実習が必要。

○全ての大学が家畜共済と連携できるようになれば、産業動物の診療件数が増え

て実習も充実してくるのではないか。

○学外での教育病院の活用やインターンシップは、学生の将来の産業動物分野へ

の進路決定に大きな影響がある。

○学内で繁殖した犬を動物実験に使用しているケンブリッジ大学では動物福祉の

関係者を配置している。動物愛護団体が反対するので実験動物が確保できないと

あきらめるのではなく、学用患畜を確保するために工夫をすることが重要。

○大学での実習では、遺体の供給がままならない状況である。それを仕方ないで

すませるのではなく、獣医師自身が関係者とのつながりの中で確保に努め、状況

を改善していかなければいけない。

○基礎分野については教員の移動やlT技術を活用して行えるが、臨床実習等は実

習が非常に多いため難しい。

○最短で教員数を確保して学生に効率よく教えるために、例えば導入教育に関し

ては役所の職員や愛護団体の長、補助犬の団体の長等に依頼して、どこかの拠点

で集中講義で教育できれば､応用や実習に時間を使うことができるのではないか。

○１５年ほど前に私の大学でも放送大学や通信衛生を使った遠隔教育システムが導
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入されたが、今はもうほこりをかぶっているのが現状である。獣医学は実学であ

るため、見たり触ったりすることが必要なため、遠隔教育には限界がある。

○現在のインターネットを使えば、比較的安いソフトで成果を出すことが可能に

なってきているので、全ての授業で動物に直接触らなければならないと言うこと

はない。

園E冒罰盟露E罵訓

(総論）

○日本の獣医学教育について、理念はほぼ構築できているが､理念を動かす組織、

施設あるいは設備が不十分である。

○ここ1o年で多くの新しいニーズが発生したにもかかわらず、ハードウェアその

ものはほとんど変わっていない。

○以前は各大学20名程であった獣医学科の教員数が、改善の結果、現在30名程に

なったが、まだまだ諸外国に比べると不十分であると感じている。

○国立大学の教員１人当たりの学生数は諸外国と比べても遜色ないが、これを１０

に小分けをしてしまっているため、教員の絶対数が不足している。外科の研究室

は２．３名体制がほとんどであるが、それでは総論から各論まで教育することは不

可能。

○一定数の教授・准教授がいないと専門的な教育を十分行えない。

○今の教員数では国家試験のレベルの教育をクリアーすることがやっとの状態。

○コース制の導入や専門の科目を設置しても、それに見合う専門性を持った教員

がいるかという視点がなければ、教員数だけが増えても教育は充実しない。

○まずカリキュラムをしっかりと決めて、そのカリキュラムの内容をきちんと教

育できるような教員の在り方ということについても検討しなくてはいけない。

○必要とされる科目を専門性を持って担当できる教員をそれぞれの大学では用意

できていないというのが現状。

○小動物診療の領域でも、国立10大学の附属家畜病院は一部を除いて惨憶たる状

況下雲の中で臨床教育がなされている。施設・設備はもちろんのこと、スタッフも

足らず、専任教員が十分張りついていない。外科の担当する教員がメスをほとん

ど持ったことがないとか、画像診断の教授が画像診断が全く不得手であるといっ

た状況が見られる。

○臨床教育を改善させるためには、臨床教員数を増加させること、診療科を増や

して少なくともポリクリニックが可能な臨床教育を確立することが必要。また、

医学病院並みにこのAHT（動物看護師）などの補助員を増やして臨床教員の研究

時間を確保することも必要である。

○日本と欧米の獣医学教育の教育体制で最も大きな相違点は、教育補助員及び研

究補助員の有無であり、欧米では教員と同数近くの補助員が配置されている。

○大学において教員の有機的な連携体制の確立が重要。
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○産業動物に関するクローン研究ができるような施設・設備・スタッフがいる大

学はほとんどなく、地方の衛生試験所や家畜衛生保健所のほうが進んでいる。

○公衆衛生分野ではリスクの高い病原体を使うことがあるが、大学には対応した

設備がない。

○現在の大学設置基準の必要教員数は現実から離れたものである。現状でも基準

を上回る教員がいるが、それでも不足しているのであればどこまで必要なのか。

もう一度この数を検証することは必要だろう。

○標準的なカリキュラムができ上がれば、主要科目が指定できる。主要科目が指

定できれば、主要科目は原則、准教授以上で講義すると大学設置基準で規定され

ているため、准教授以上の数が決まってくるだろう。さらに、獣医学教育は准教

授以上だけで教育を行うこと無理であるため、私はその３倍程度の教員数が必要

になってくる。そうすれば、おのずから必要な教員数は出てくるのではないか。

○どの分野でも人は足りないので､非常勤講師や資格のある人材を活用している。

獣医学だけ教員が足りないという認識は納得できない。

(大学の在り方）

○カリキュラムについては、関係団体が作成した標準カリキュラムで良いと思う

が、教員の絶対数が少ないため標準カリキュラムのような充実した教育ができな

い。最終目標はやはり大学再編ということしかないのではないかと思う。

○大学のエゴや地域の事情というがあり－思うように再編統合は進まないが、個

々の大学の自助努力のみで改善を行うことも無理だと思う。

○，長年の議論の中で、現在１０校のある国立大学を３校か４校に分ければ、十分

な教育を行う規模の教員数が確保でき､問題は一気に解決すると言われているが、

様々な障害があり、十分な教育を実現するには、「基準の見直し｣、「外部評価の

実施｣、「世論喚起」等が必要。

○大学を統合する予算は国にはないので、まずは緩やかな統合ということで共同

学部を作っていくことが重要。その上で構成大学ごとに特色を出せば魅力ある共

同学部を作ることができる。

○国公立大学は獣医学教育に必須の最低限の教員数を満たすため、複数の獣医学

科が連携してカリキュラムを充実させる努力をすべきである。

○共同学部を設置する際には、学部と大学院の在り方、入学試験の実施方法、学

生や教員の移動方法が大きな問題になる。さらに、複数の大学が共同で学部を設

置した際に、もともとあった大学の独自性をどのように発揮するかという点が次

の問題になる。

○共同学部の設置は、連合大学院の教訓を踏まえると、できれば1カ所に設置し

なければ十分な機能はしないだろうと感じる。

○獣医系の大学が非常に広域にわたっている中で、共同学部を実施した際には、

学生や教員の移動、あるいは寮をつくる等、色々なことを考えなければならない

が、それで教育効率が上がるのだろうか非常に悩ましい問題がある。
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(教員養成・確保）

○獣医学教育の研究者がほとんど枯渇している。講座制の崩れていく中で大学院

生が減少している。

○大学では専任教員が十分配置されていないため、大学内で知識・技能が伝承さ

れず､普遍化で平準化された知識・技能を身に付けさせる教育が行われていない。

平準化された教育を責任をもって行う教員体制の構築が必要。

○公衆衛生分野は食品安全、感染症、疫学等、色々な分野を幅広く組み合わせた

分野であるが、例えば食品安全にはリスク分析やレギュラトリーサイエンス、行

政科学の考え方が必要である。ただ、食品安全は体系立った学問になっていない

ため研究者が育っていない。

○この数年間、各大学が自助努力で教員数を増やしたが、数値上は教員数は充実

しても専門性を持った人材が確保できていない。募集をかけても適任者が集まら

ないのが現状である。特に臨床分野は、研究業績による評価と収入減が壁になり

人材が集まらない。

○手術例数や外来診療の件数による評価や、診療事例のケースレポートも業績の

一つにカウントすることが必要であると考えるが、結局はどの大学も論文数だけ

で教員を採用しているという状況が今でも続いている。

○臨床系教員は応募が少なく、応募があったとしても、専門分野を担当できる人

材が集まらない。特に動物診療の臨床分野では関連する研究機関がないため、人

材が不足しているのではないか。

○公衆衛生の分野でも、研究機関や行政、民間から大学教員になる者は皆無で、

臨床分野と同じように大きなハードルがある。任期付きでも良いので、外部講師

や特任教授を活用しなければ必要な人材が確保できない。

○公衆衛生行政獣医師の養成・確保については、保健所や研究機関が受け皿とな

って大学との連携を図らなければならない。

○獣医学教育の教室や講座を増やすために、助手を教員に振り替えていった経緯

があるが、助手や助教というのは教授の研究を助けながら教員としての訓練を積

むシステムであると考えている。近年は後継者不足が問題視されており、後継者

を育成し講座を継続させていくためには、どうしても各講座に3人は必要である

と考える。

○日本の大学は論文至上主義の業績評価を行っているため、どれだけ経験や実績

があっても論文数の少なさで採用されない。農学部内に獣医学科がある限りこう

した状況が続くのではないか。

○教員を増やすだけではなく、教員の考え方が変わらなければ駄目だと思う。例

えば、１大学3人程度を海外に5年間送り出すようにすれば大学はずいぶん変わる。

今の大学の教員は出身者が7割から8割を占め人が動かないが、これでは改革は進

まない。組織や人、獣医学に対する社会の考え方が変わらなければ、カリキュラ

ムだけを変えても解決しない。
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○今後どのように専門性のある教員を確保するのかという課題に対しては、人材

バンクの様な制度にするのか、どこかで人材確保するのか、専門家の教育をどこ

で行うのか等の議論も行わなければならない。

○論文一辺倒での教員の資格審査には疑問が常につきまとう。だとすると、獣医

学教育に携わる教員の資格要件について明文化することが必要になってくるので

はないか。

○今の大学のスタッフでは、統廃合したとしても教える内容がそんなに変わると

は思えない。実際に公衆衛生に携わっている外部教育スタッフを非常勤や特任教

授という形でうまく使えないか検討していただきたい。インターンシップでも集

中講義のような形でもよいので、とにかく現場を見せて現場に携わらせることが、

やはり一番効果がある。

圃開詞圃扉U閏

○獣医学教育はライセンス教育であり、グローバル化の中でどのような獣医学教

育を進めていくかということが大きな課題。

○議論の中で国際通用性の確保が論点にあがるが、獣医師に対する要求は国によ

って違うので、日本の要求や特徴を活かしながら議論をした方がよい。

○６年制教育がスタートして二十数年を数えるが、獣医学教育の改善Ｐ充実が図

られたとは言えない。特に欧米と比較して、実務教育はいずれの分野においても

余りにも貧弱である。

○欧米､特にアメリカではインターン制度があり、獣医学教育を修了した学生は、

卒業と同時に応用能力を発揮して実務ができるような教育がなされている。

○日本の獣医師は、社会に出てから再教育をしなければならない。欧米に留学さ

せて国際的な技術と知識を身につけさせなければ、国際機関で働ける人材を養成

できない状況である。

○OIEが獣医学教育の国際的な平準化に向けて進むことを表明しており、獣医学

教育の基準はできるだけ高いところに設定することが望ましいと考えている。

○グローバル化を目指すというのは重要だが、我が国固有のデマンドに対応する

ことも重要である。

○日本の獣医学教育はその成り立ちから、基礎分野が半分以上を占めているとい

う海外と比べると異常な状況になっている。基礎分野が大事なことは理解した上

で、臨床分野と公衆衛生分野が極めて弱い日本の状況をどうするのかを考えてい

きたい。

○国際通用生を確保する上ではリベラル・アーツが重要な部分であるが、獣医学

教育課程においても、獣医師や動物に関連した法規の不備や動物福祉といったア

ニマル・リベラル・アーツを充実させなくてはならない。実際は獣医系大学より

も動物看護学校や動物科学系の大学のほうがアニマル・リベラル・アーツに重き

を置いているので、こうした学校との連携は、獣医学系大学にアニマル・リベラ
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ル・アーツの部分で国際通用生を確保する手段として有効であると考える。

○国際的な貿易関係、動物検疫はいずれの国も獣医師が、国際獣疫事務局等のア

ニマル・ヘルス・コードに基づいて行っているため、学問的内容のみならず獣医

師の資格としての国際通用性が必要とされている。

○これからの大学教育は、入り口管理である学生確保と出口管理である進路指導

が重要な課題である。

○日本はアジアの獣医学のリーダーシップを果たす義務があるため、一日も早く

アジアで通用するアクレディテーションシステムを構築すべき。

○獣医学教育の質の最低保障をどうするかというのが重要な問題である。我が国

の獣医学教育の質の保障をどのように担保していくのか、獣医学教育をどのよう

に向上させていくかという議論に絞ったほうが良い。

○設置基準の教員数では十分でないという認識は共通の理解としてある。設置基

準というのは最低基準であって実態とはかけ離れているため、設置基準の教員数

を満たせばそれでよいとはならない。

○カリキュラムを検討する大前提として、基礎・臨床・応用という3本柱をベー

スに検討し、その中でコアの部分と各大学が選択できる部分に分けて考えという

ことで進めていきたい。カリキュラムができた後に、それを教示するために必要

な教員数や教員組織の規模の議論がある。そして、それを実現するためには、１

つは大学設置基準の引き上げと外部評価の実施が有効である。カリキュラムがで

きれば、それに沿った教育ができる組織なのかどうかを評価システムができるの

ではないか。

○現状を検証して分析し、どこに改善点があるのかを共通認識を持って改善して

いくことが重要である。私立大学間ではほぼ2年間隔で相互評価を行っており、

現在は特に、動物病院の在り方と臨床教育についての検証を行っている。

相互評価を行うと痛み（他大学と比較して充実していない部分）があるが、獣

医学教育を求める学生によりよい教育・研究環境を提供するためには、勇気を持

って痛みを次の改善に結びつけていかなくてはならないα

○評価を行うのは改善を行うことが目的であるため、私立大学間の相互評価のよ

うに全体がボトムアップしていけば良いが、国立大学は既に国立大学法人評価・

認証評価を受けており、さらに外部評価も受けることになれば、「評価疲れ」を

起こしてしまう。評価を受けて改善しなければ、在学生の履修単位が認められな

いとか、運営費交付金が減らされる等、もっとダイナミックに評価に対する目的

・目標が設定されなければ、ただ労力が増えるだけになってしまう。

○達成目標を設定した上で評価制度も導入すれば、基準をクリアできない大学が

再編・統合を考えざるを得なくなるのではないか。
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○世の中全てを満たせるという話はどこにもなく選択と集中が必要。国家試験に

合格するための最低限の教育は必要だが、あとは大学ごとに特徴があってもよい

のではないか。

○獣医師国家試験は診療と公衆衛生に必要な知識及び技能を問うことを主たる目

的としている。大学教育は獣医師国家試験に左右されるという意見を聞くが、あ

くまでも獣医師国家試験は大学の卒業試験ではなく資格試験である。

○大学教育をきちんと受けていれば、特別な対策をしなくても国家試験は合格で

きるはず。

○ＥＵの獣医系大学は大半が国立大学であり国からの補助でまかなっているが、近

年、競合的資金が増加している。また、獣医学の学位を持たなくても研究に長け

た人材を招いて競合的資金を獲得している大学もある。アメリカでは、アニマル

ウェルフェアと関連した寄付金に頼っている大学もある。

○欧米の愛護団体が莫大な資金を集め動物病院を設立できた背景には、企業寄附

や個人寄附に対する税制の違いがある。寄附が促進されるような税金制度ができ

るとよい。

○獣医学教育に限らず大学教育は、学生をどうやって集めるか、優秀な教員をど

うやって集めるか、そしてお金をどうやって集めるかという３つがないと成り立

たない。

○獣医師のライセンスの中に限定ライセンスを設けて、小動物・大動物のライセ

ンスや公衆衛生等の行政用のライセンスを設けることは考えられないか。全てを

教育することが困難であるならば、教育範囲を限定して深く教えることはできな

いのか。
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資料５

獣医学教育の改善・充実に関する

調査研究協力者会議（第６回）

Ｈ２１．７．２２

獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議

教育内容に関する小委員会報告

１．教育内容に関する小委員会の設置趣旨

・現在、獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議において、

獣医学教育の在り方について議論が行われている。

・協力者会議において特に充実が必要･との指摘がある臨床教育や公衆衛生教

育を含めた獣医学教育が、実際に各大学において、どのような教育内容・教育

研究体制で行われているかについて分析を行い、必要な改善方策を検討するた

めに教育内容に関する小委員会を設置した。

・小委員会では、必要とされる教育内容を整理した上で、大学における教育

内容（シラバス）との比較を行い、大学教育の現状について分析を行った。

２．比較のために整理した教育内容について

・食の安全に関する関心の高まり、烏インフルエンザ等の人獣共通感染症の

拡大、伴侶動物の疾病の多様化等により獣医師に求められる社会ニーズは高度

化・多様化している。

．またグローバル化に伴い獣医学教育の国際通用性の確保が求められるなか

で、欧米諸国と比較して、教育内容や教育研究体制の充実が求められている。

・このような課題に対応するため、我が国の獣医学教育において必要とされ

る教育内容を整理するにあたっては、獣医学教育の内容を導入教育・基礎獣医

学分野・応用獣医学分野・臨床獣医学分野に分類した上で、社会ニーズの高ま

りや国際通用性の確保に対応するために全ての大学において共通的に最低限実

施する必要があると考えられる科目を設定し､その履修内容について整理した。

・その際、これまで関係団体の間で協議されてきた『標準的カリキュラム』

を基に、抽象的であった科目名の具体化、分野間・科目間の単位数の見直し、

必要とされる履修内容の精査を行った。
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３．大学における獣医学教育の状況及び改善の方向性について

β● 大学における獣医学教育の分析にあたっては、平成２０年度樹の１６の獣医

系大学のシラバスを基に､必要とされる教育内容がどの程度教育されているか、

専門性を備えた教員が担当しているか、教員の担当単位数が過重になっていな

いかという観点について分析を行った結果、以下の点が明らかとなった。

（１）各分野の分析結果と改善方策

①導入教育について

【現状と課題】

・獣医法規を除く導入教育（獣医学概論・獣医倫理）は教育内容・教育体

制ともに不十分で、多くの大学で体系だった教育はなされていなかった。

規模タイプ１の獣医師養成課程掌’（専任教員４５名～５８名）と比べ、規

模タイプ２の獣医師養成課程（専任教員２４名～３４名）においてその傾

向が強い。

・獣医学概論では獣医師の職域や役割、関係する国際機関についての教育

内容が不十分で、獣医倫理ではペットの安楽死や地球環境の保護に関する

獣医師の役割についての教育内容が十分に取り扱われていない。このこと

は、社会の'情勢を踏まえた獣医学を学生に学ばせる動機付け教育に課題が

あると言える。、

．また、導入科目の担当教員が非常勤講師であったり、教育内容が各研究

室の紹介で終わっている場合が多く、当該大学での獣医学教育の理念を伝

える機会が活用されていない。

【改善の方向性】

・導入教育の意義の明確化とともに､導入科目の幅広い教育内容を統括し、

コーディネートができる教員が必要。

②基礎獣医学について

【現状と課題】

・基礎獣医学分野の中でも古典的な講義科目（解剖学、生理学、病理学、

薬理学等）はどの大学においても概ね教育されているが、動物行動学や免

*ｌ平成２０年５月１日時点で我が国には１６の獣医師養成課程を持つ大学があり、そのう

ち専任教員のが比較的多い大学７校（専任教員４５名～５８名）を規模タイプ１の獣医師養

成課程、専任教員の少ない大学９校（専任教員２４名～３４名）を規模タイプ２の獣医師養

成課程と便宜上区分した。
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